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（
質
問
の 

九
） 

答

弁

第

九

号 
   

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
の
性
格
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
三
八
第
九
号 

昭
和
三
十
六
年
三
月
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
淸 

瀨 

一 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

池 

田 

勇 

人 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
の
性
格
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

検
討
の
対
象
と
し
た
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団 

こ
の
答
弁
書
に
お
い
て
検
討
の
対
象
と
し
た
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
は
、
既
設
の
も
の
と
し
て
は
、 

（（2） 

公 

団 

日
本
住
宅
公
団
、
日
本
道
路
公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
国
内
旅
客
船
公
団
、
愛
知
用
水
公 

1） 

公 

社 

日
本
国
有
鉄
道
、
日
本
専
売
公
社
及
び
日
本
電
信
電
話
公
社
並
び
に
原
子
燃
料
公
社 

団
、
農
地
開
発
機
械
公
団
及
び
森
林
開
発
公
団 

（3） 

事
業
団 

労
働
福
祉
事
業
団
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
団
、
鉱
害
復
旧
事
業
団
、
石
炭
鉱
業
合
理
化 

事
業
団
及
び
日
本
蚕
繭
事
業
団 

新
設
予
定
の
も
の
と
し
て
は
、 

年
金
福
祉
事
業
団
、
雇
用
促
進
事
業
団
、
新
技
術
開
発
事
業
団
及
び
畜
産
振
興
事
業
団 

で
あ
る
。 



三 

職
員
に
対
す
る
労
働
法
規
の
適
用 

二 
役
職
員
の
性
格 

公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
を
通
じ
て
、
そ
の
役
職
員
は
、
い
ず
れ
も
国
家
公
務
員
で
は
な
く
、
国
家
公
務
員

法
の
適
用
は
な
い
が
、
鉱
害
復
旧
事
業
団
の
役
職
員
を
除
い
て
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て 

は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
者(

又
は
職
員)

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
鉱
害
復
旧
事
業
団
の
役
職

員
に
つ
い
て
は
、
収
賄
罪
の
特
別
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。 

企
業
体
職
員
と
い
う
法
令
上
の
用
語
は
な
い
が
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
に
い
う
公
共
企
業
体
の
職
員

と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
日
本
国
有
鉄
道
、
日
本
専
売
公
社
及
び
日
本
電
信
電
話
公
社
（
以
下
「
三
公
社
」
と
い

う
。
）
の
職
員
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。 

三
公
社
以
外
の
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
般
民
間
労
働
者
と
同
じ
よ
う
に
、
労
働

基
準
法
、
労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
調
整
法
の
い
わ
ゆ
る
労
働
三
法
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る 

四 

 



四 

機
能
、
責
任
と
権
限 

（1） 

三
公
社
は
、
鉄
道
事
業
、
専
売
事
業
、
公
衆
電
気
通
信
事
業
等
公
企
業
の
経
営
を
目
的
と
し
て
、
全
額
政 

が
、
三
公
社
の
職
員
に
は
、
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
る
ほ
か
、
労
働
組
合
並
び
に
労
働
関
係
及
び
そ
の
調
整

に
つ
い
て
は
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
の
規
制
を
受
け
、
同
法
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
労
働
組
合

法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。 

な
お
、
三
公
社
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
公
社
法
に
お
い
て
任
用
の
基
準
、
給
与
、
分
限
、
懲
戒

及
び
服
務
の
基
準
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。 

府
出
資
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
特
別
法
人
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
労
働
関
係
で
最
も
大
き
な
特
色
を
有
す
る

ほ
か
、
公
庫
と
と
も
に
予
算
が
国
の
予
算
の
議
決
の
例
に
よ
り
国
会
の
審
議
を
受
け
、
決
算
も
国
会
に
提
出

さ
れ
る
点
で
国
会
の
直
接
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
し
、
他
の
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
と
大
き
な
相
違
が
あ

り
、
ま
た
、
日
本
国
有
鉄
道
に
お
い
て
は
、
所
定
の
役
職
員
を
し
て
特
別
司
法
警
察
職
員
又
は
鉄
道
公
安
職 

五 

 



員
と
し
て
鉄
道
犯
罪
の
捜
査
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
日
本
専
売
公
社
に
お
い
て
は
国
の
専
売
権
の
実

施
に
あ
た
り
、
専
売
法
に
基
づ
く
許
可
、
指
定
等
の
権
限
を
有
し
、
ま
た
、
国
税
犯
則
取
締
法
が
準
用
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
収
税
官
吏
の
職
務
を
公
社
の
役
職
員
中
主
務
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
者
が

行
な
う
も
の
と
さ
れ
る
ほ
か
、
立
入
検
査
権
、
強
制
徴
収
権
を
与
え
ら
れ
、
日
本
電
信
電
話
公
社
に
お
い
て

は
、
公
衆
電
気
通
信
法
に
定
め
ら
れ
た
土
地
等
の
使
用
、
一
時
使
用
、
土
地
の
立
入
、
植
物
の
伐
採
、
線
路

の
移
転
請
求
の
権
限
を
有
す
る
等
最
も
国
に
近
い
色
彩
を
も
つ
て
い
る
。 

三
公
社
は
、
い
ず
れ
も
総
裁
、
副
総
裁
又
は
理
事
が
代
表
し
、
意
思
決
定
機
関
と
し
て
国
鉄
に
は
理
事 

会
、
電
々
公
社
に
は
経
営
委
員
会
が
あ
る
が
、
専
売
公
社
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る
特
別
の
機
関
は
な
く
、
ま

た
、
国
鉄
に
は
監
査
の
た
め
監
査
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
三
公
社
は
、
主
務
大
臣
の
監
督
に

服
し
、
こ
の
面
に
お
い
て
、
行
政
権
の
系
統
に
属
し
、
主
務
大
臣
を
通
じ
て
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す

る
の
は
、
他
の
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。 

六 

 



（2） 

公
団
は
、
住
宅
供
給
、
道
路
建
設
、
旅
客
船
建
造
、
水
資
源
の
総
合
開
発
、
農
地
開
発
機
械
の
効
果
的
運 

用
、
林
道
開
設
、
森
林
造
成
等
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
特
別
法
人
で
あ
る
が
、
事
業
の
内
容
に
共
通
性

は
な
く
、
ま
た
、
日
本
道
路
公
団
及
び
国
内
旅
客
船
公
団
は
全
額
政
府
出
資
で
あ
る
が
、
日
本
住
宅
公
団
及

び
首
都
高
速
道
路
公
団
は
政
府
と
地
方
公
共
団
体
の
共
同
出
資
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
道
路
公
団
及
び

首
都
高
速
道
路
公
団
に
つ
い
て
は
、
料
金
、
占
用
料
、
負
担
金
等
の
徴
収
及
び
強
制
徴
収
が
み
と
め
ら
れ
て

い
る
ほ
か
、
道
路
管
理
者
の
権
限
の
一
部
の
代
行
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
愛
知
用
水
公
団
、
農
地
開
発
機 

次
に
、
原
子
燃
料
公
社
は
、
核
原
料
物
質
の
開
発
等
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
全
額
政
府
出
資
の
特
別

法
人
で
あ
る
が
、
三
公
社
と
異
な
り
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
の
適
用
は
な
く
、
決
算
説
明
書
及
び
財

務
諸
表
の
国
会
報
告
が
定
め
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
三
公
社
と
類
似
性
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
性
格

は
、
む
し
ろ
公
団
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
主
務
大
臣
の
監
督
に
服
す
る
点
は
他
の
公
社
、
公
団
及
び

事
業
団
と
同
じ
で
あ
り
、
主
務
大
臣
を
通
じ
て
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
。 

七 

 



（3） 

次
に
事
業
団
は
、
社
会
保
険
施
設
の
設
置
、
運
営
、
乾
繭
の
売
渡
加
工
等
に
よ
る
繭
価
水
準
の
維
持
、
鉱 

械
公
団
及
び
森
林
開
発
公
団
は
、
事
業
遂
行
の
機
能
に
対
し
て
法
人
存
立
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る

機
能
法
人
で
あ
つ
て
、
出
資
に
依
存
せ
ず
、
政
府
か
ら
の
借
入
金
、
政
府
の
債
務
保
証
を
背
景
と
す
る
借
入

金
又
は
政
府
の
補
助
金
（
農
地
開
発
機
械
公
団
に
つ
い
て
は
、
補
助
の
規
定
を
欠
く
。
）
を
資
金
と
し
て
そ
の

業
務
が
運
営
さ
れ
る
が
、
そ
の
資
金
的
基
盤
は
、
国
家
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
愛
知
用
水
公
団
及

び
森
林
開
発
公
団
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
負
担
金
の
徴
収
及
び
そ
の
強
制
徴
収
、
県
の
費
用
負
担
並
び
に
職

員
の
立
入
等
の
権
限
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

公
団
は
、
総
裁
、
理
事
長
、
理
事
等
が
代
表
す
る
が
日
本
住
宅
公
団
及
び
首
都
高
速
道
路
公
団
の
よ
う 

に
、
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
は
議
決
機
関
と
し
て
管
理
委
員
会
の
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、

公
団
は
、
主
務
大
臣
の
監
督
に
服
し
、
主
務
大
臣
を
通
じ
て
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
こ
と
は
、
公

社
及
び
事
業
団
と
同
じ
で
あ
る
。 

八 

 



害
復
旧
、
特
定
鉱
業
の
整
備
、
合
理
化
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
の
運
営
、
雇
用
の
促
進
、
新
技
術
の

開
発
、
主
要
な
畜
産
物
価
格
の
安
定
等
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
特
別
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
の
内

容
に
は
確
た
る
共
通
性
が
な
い
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
、
日
本
蚕
繭
事
業
団
、
石
炭
鉱
業
合
理
化
事
業
団
及
び

新
技
術
開
発
事
業
団
は
、
政
府
全
額
出
資
の
法
人
で
あ
り
、
労
働
福
祉
事
業
団
及
び
雇
用
促
進
事
業
団
は
政

府
及
び
地
方
公
共
団
体
の
共
同
出
資
、
畜
産
振
興
事
業
団
は
政
府
及
び
民
間
の
共
同
出
資
で
あ
る
が
、
そ
の

他
の
事
業
団
は
出
資
を
有
せ
ず
、
い
わ
ゆ
る
機
能
法
人
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業

団
は
、
経
費
が
補
助
金
で
ま
か
な
わ
れ
、
原
則
と
し
て
借
入
金
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
年
金
福
祉
事
業
団 

は
、
政
府
か
ら
の
借
入
金
及
び
交
付
金
を
も
つ
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
。
な
お
、
石
炭
鉱
業
合
理
化
事
業
団

に
は
採
掘
権
者
等
か
ら
の
納
付
金
の
徴
収
及
び
強
制
徴
収
権
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
鉱
害
復
旧
事
業
団 

は
、
出
資
を
有
せ
ず
そ
の
経
費
が
受
益
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
納
付
金
等
に
よ
つ
て
ま
か
な
わ
れ
る
こ
と
と

な
つ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
強
制
徴
収
権
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

九 

 



五 

所
管
大
臣
と
の
関
係 

（1） 

役
員
の
任
免 

三
公
社
は
、
役
員
の
任
免
関
係
が
複
雑
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団 

事
業
団
は
、
理
事
長
、
理
事
等
が
代
表
す
る
が
、
鉱
害
復
旧
事
業
団
の
よ
う
に
、
一
定
の
事
項
に
つ
い
て

の
議
決
機
関
と
し
て
評
議
員
会
を
設
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。 

は
、
総
裁
、
理
事
長
及
び
監
事
に
つ
い
て
は
、
共
通
し
て
、
主
務
大
臣
が
任
免
権
を
も
つ
て
い
る
。
ま
た
、

一
部
の
公
団
、
事
業
団
の
う
ち
に
は
、
副
理
事
長
、
専
務
理
事
、
理
事
、
管
理
委
員
会
委
員
及
び
評
議
員
に

つ
い
て
主
務
大
臣
が
任
免
す
る
も
の
が
あ
る
。
三
公
社
中
、
国
鉄
に
お
い
て
は
、
総
裁
の
任
免
権
は
内
閣
が

も
ち
、
副
総
裁
及
び
理
事
は
総
裁
が
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
任
命
し
、
監
査
委
員
会
委
員
は
主
務
大
臣

が
任
免
し
、
専
売
公
社
に
お
い
て
は
、
主
務
大
臣
が
総
裁
及
び
監
事
を
任
命
し
、
副
総
裁
及
び
理
事
は
総
裁 

事
業
団
は
、
主
務
大
臣
の
監
督
に
服
し
、
主
務
大
臣
を
通
じ
て
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
こ
と

は
公
社
、
公
団
と
同
じ
で
あ
る
。 

一
〇 

 



（3） 

監
督 

（2） 

主
務
大
臣
の
認
可
、
承
認
等 

予
算
決
算
に
つ
い
て
は
、
三
公
社
は
、
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
直
接
服
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
に
お
い
て
は
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
に
つ
い

て
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
、
ま
た
、
財
務
諸
表
に
つ
い
て
も
主
務
大
臣
の
承
認
を
要
す
る

も
の
と
さ
れ
る
。 

が
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
任
命
し
、
こ
れ
ら
の
役
員
の
解
任
権
は
主
務
大
臣
が
有
し
、
電
々
公
社
に
お

い
て
は
、
総
裁
及
び
副
総
裁
を
内
閣
が
任
免
し
、
監
事
は
経
営
委
員
会
が
任
免
し
、
経
営
委
員
会
の
委
員
は

両
議
院
の
同
意
を
得
て
内
閣
が
任
命
す
る
点
に
お
い
て
特
色
を
有
す
る
。 

こ
の
ほ
か
、
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
は
各
種
の
行
為
、
計
画
等
に
つ
い
て
主
務
大
臣
の
認
可
等
を
受
け

る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。 

一
一 

 



六 

国
会
と
の
関
係 

（（3） 

そ
の
ほ
か
に
は
、
直
接
に
国
会
と
の
関
係
を
定
め
た
も
の
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
公
社
、
公
団
及
び 

2） 

原
子
燃
料
公
社
は
、
決
算
説
明
書
及
び
財
務
諸
表
を
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。 

（1） 

三
公
社
に
つ
い
て
は
、
予
算
は
、
主
務
大
臣
が
所
要
の
調
整
を
行
な
い
、
閣
議
の
決
定
を
経
て
内
閣
が
国 

会
に
提
出
し
、
そ
の
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
な
つ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
決
算
書
類
を
内
閣
か
ら
国
会
に
提

出
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
な
お
、
電
々
公
社
の
経
営
委
員
会
の
委
員
の
任
命
は
、
両
議
院
の
同
意
を
要

す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

事
業
団
は
す
べ
て
主
務
大
臣
の
監
督
に
服
す
る
の
で
、
行
政
権
の
系
統
に
属
し
、
主
務
大
臣
を
通
じ
て
国
会

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
は
、
い
ず
れ 

公
社
、
公
団
及
び
事
業
団
は
、
す
べ
て
一
般
的
に
主
務
大
臣
の
監
督
を
受
け
、
主
務
大
臣
は
、
必
要
な
場

合
に
は
業
務
に
関
し
必
要
な
監
督
命
令
を
発
し
う
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

一
二 

 



 

一
三 

も
特
別
の
法
律
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
運
営
は
法
律
に
従
つ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
意
味
で
立
法
機
関
た
る
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




